
 

 

中津川市 定例記者会見資料 

令和 7年 11 月 20 日 

 

 
 

 

令和７年第５回中津川市議会（定例会）提出予定議案 
 

令和７年第５回中津川市議会（定例会）に、報告２件、条例９件、その他５

件、補正予算７件、合計２３件の議案を提出します。 

 

 

 

（報 告） 
 
１、専決処分の承認を求めることについて 

 

 
９月議会閉会後に専決処分したことについて報告し、承認を求める。 

・令和７年度中津川市下水道事業会計補正予算（専第８号） 

  
 
 
２、市長の専決処分事項の報告について 

 

 
地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額の決定について専決処分

したことについて報告する。 

・損害賠償の額の決定について（専第９号） 

  
 
 
 
 
 
（条 例） 
 
１、中津川市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部

改正について 

   公職選挙法施行令の一部改正に伴い、改正する。 

 
・公職選挙法施行令の一部改正に伴い、国政選挙における選挙運動用のビラ及びポ

スターの作成にかかる公費負担の限度額が引き上げられたことから、市において

も、国に準拠して限度額を引き上げるため、改正する。 

 

・改正の内容 

①選挙運動用のビラ及びポスターの作成に関する公費負担の限度額を、国と同額に

引き上げる。 

 

 



 

 

 

 

 

②選挙運動用ビラ作成の公費負担の限度額 

区 分 改正後     改正前 

1 枚当たりの単価 8 円 38 銭     7 円 73 銭 

 

③選挙運動用ポスター作成の公費負担の限度額 

区 分 改正後 改正前 

1 枚当たりの単価 586 円 88 銭 541 円 31 銭 

企画費 316,250 円 316,250 円 

ポスター１枚当たりの公費負担限度額の計算方法 

（586 円 88 銭×ポスター掲示場数＋316,250 円）÷ポスター掲示場数 

 

・施行期日 
公布の日（施行日以後に、選挙期日を告示される選挙について適用） 

  
 
 
 
２、中津川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について 

条例等に基づく手続について電子情報処理組織等により行うことができるようにするた

め、制定する。 

 
・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第１６条第１項の規定によ

り、市は情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、必要な施策を講ずる努

力義務が課されている。現在、条例等の規定により書面等で行うこととされてい

る手続きについて、当該規定によらずオンラインにより手続きを行うことができ

るようにし、手続きオンライン化の環境を整備するため、制定する。 

 

・主な制定の内容 

①電子情報処理組織による申請等に関する事項 

②電子情報処理組織による処分通知等に関する事項 

③電磁的記録による縦覧等に関する事項 

④添付書面等の省略に関する事項 等 

 

・施行期日 令和８年４月１日 

 
 

  



 

 

 

３、中津川市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

人事院勧告に基づき、職員等の給与を改定するため、改正する。 

 
・令和７年人事院勧告において、民間事業所の給与較差 15,014 円（3.62％）を解消

するため、給料月額及び期末手当・勤勉手当の支給月数を引き上げる勧告がなさ

れたため、人事院勧告に基づき改正を行う。 

・技能労務職員の定年前再任用短時間勤務職員に支給される住居手当について、条

例の改正を行う。 

 

・改正の内容 

①中津川市職員の給与に関する条例の一部改正 

給料表を改定し、初任給及び給料月額を引き上げる。 

（初任給は大卒 12,000 円、高卒 12,300 円引き上げ。若年層に重点を置き、改定

率を逓減させる形で引き上げ。） 

職員の期末手当・勤勉手当の支給月数を期末手当及び勤勉手当に 0.025 月ずつ、

合計で 0.05 月分引き上げ、年間 4.65 月分とする。 

定年前再任用短時間勤務職員は期末手当及び勤勉手当に 0.025 月ずつ、合計で

0.05 月分引き上げ、年間 2.45 月分とする。 

その他所要の改正 

 

②中津川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

特定任期付職員の期末手当を年間 0.05 月分引き上げ、年間 3.5 月分とする。（※

該当者無し。） 

 

③中津川市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正 

特別職の期末手当を年間 0.05 月分引き上げ、年間 4.4 月分とする。 

 

④中津川市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正 

 議員の期末手当を年間 0.05 月分引き上げ、年間 4.5 月分とする。 

 

⑤中津川市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正 

 第２条第２号、住居手当に関する条文を削除する。（※該当者無し。） 

 

・施行期日 

公布の日（令和７年４月１日から適用） 

  給料表の改定及び期末勤勉手当の改定（１２月分の引き上げ） 

令和８年１月１日 

  技能労務職員の定年前再任用短時間勤務職員における住居手当に関する条文

の削除 

令和８年４月１日 

  期末勤勉手当の改定（６月分、１２月分の平準化） 

 



 

 

 

 

４、中津川市小学校及び中学校の設置等に関する条例等の一部改正について 

中津川市学校施設等適正配置計画による学校等施設の適正化のため、落合小学校と神坂

小学校及び落合中学校と神坂中学校を統合し、並びに神坂学校給食共同調理場を廃止す

るため、また坂本小学校給食調理場及び坂本中学校給食調理場を統合し、坂本学校給食

共同調理場を設置するため、改正する。 

 
・中津川市学校規模等適正化基本計画に基づき、中津川市学校施設等適正配置計画

による過少規模の小中学校の解消を進めてきたところ、落合小学校と神坂小学

校、落合中学校と神坂中学校が令和８年４月に統合することが決まった。 

・この学校の統合を受け、落合学校給食共同調理場がこれまでどおり落合小学校及

び落合中学校の給食を担うことから、神坂学校給食共同調理場を廃止する。 

・また、新たに建設していた坂本学校給食共同調理場が完成し、令和８年１月から

利用を開始することから、設置条例に規定する。なお、現在稼働している坂本小

学校給食調理場及び坂本中学校給食調理場は廃止する。 

 

・改正の内容 

①中津川市小学校及び中学校の設置等に関する条例及び中津川市文化スポーツ施

設等使用料等徴収条例について、「神坂小学校」及び「神坂中学校」の表記を削除

する。 

  

②中津川市学校給食共同調理場設置条例について、神坂学校給食共同調理場の項を

削除し、坂本学校給食共同調理場の項を新たに規定する。 

 

・施行期日 令和８年４月１日 

坂本学校給食共同調理場の設置にかかる改正 令和８年１月１日 

 
 

  



 

 

 

 

５、中津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び中津川市特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改

正について 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、

改正する。 

 
・令和６年地方分権改革に関する提案事項への対応等として、保育所等における子

どもの健康管理の円滑な実施に資するよう家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準等が改正された。 

・児童福祉法等の改正により保育所等の職員による虐待に関する通報義務等が創設

され、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準等が改正された。 

 

・改正の内容 

①中津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

家庭的保育事業者等は、乳幼児の健康診査が行われた場合であって、それが、利

用乳幼児に対する利用開始時の健康診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断の

全部又は一部に相当すると認められるときは、これらの健康診断の全部又は一部

を行わないことができることとする。 

その他所要の改正。 

 

②中津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例 

児童福祉法等の改正に伴う規定の整備。 

 

・施行期日 公布の日 

 
 

  



 

 

 

 

６、中津川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につい

て 

児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関し基準を定める

ため、制定する。 

 
・全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全

ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での

支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時

間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度である乳児等通園支援事業（こども

誰でも通園制度）が創設された。 

・市町村は、乳児等通園支援事業の設備及び運営について、内閣府令で定める基準

（以下「設備運営基準」という。）に従い、又は設備運営基準を参酌して条例によ

り基準を定めなければならないこととされた。 

 

・主な制定内容 

乳児等通園支援事業における人権配慮等の一般原則。 

非常災害対策、安全計画の策定等に関する事項。 

衛生管理等及び食事に関する事項。 

乳児等通園支援事業を、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園事

業に区分し、それぞれの設備の基準及び職員配置基準。 

 

・施行期日 公布の日（第２２条の２の規定のみ令和８年４月１日） 

 
 

７、中津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正について 

児童福祉法の一部改正に伴い、改正する。 

 
・児童福祉法の改正により、保育所等の職員等（放課後児童健全育成事業等を行う

職員含む。）による児童への虐待の通報に関する規定が整備されたことに伴い項

ずれが生じたため、改正する。 

 

・改正の内容 

 第１２条中「法第３３条の１０各号」を「法第３３条の１０第１項各号」に改め

る。 

 

・施行期日 公布の日 

 
 

  



 

 

 

 

８、中津川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

し尿収集運搬手数料の額を改めるため、改正する。 

 
・近年の物価及び人件費高騰の常態化並びに人口減少に伴う収集運搬業務の非効率

化が進んでいる。 

・収集運搬事業者が適正に業務を遂行するに足りる適正な料金を設定し、し尿収集

運搬業務の持続性を確保するため改正する。 

 

・改正の内容 

 し尿収集運搬手数料の現行料金２１４円を２６０円に改正する。 

 

・施行期日 令和８年４月１日（令和８年４月１日収集運搬分より適用） 

 
 

９、中津川市火災予防条例の一部改正について 

火災予防条例（例）の一部改正に伴い、改正する。 

 
・消防庁は、林野火災に対する消防防災対策のあり方に関する検討会で、林野火災

注意報や林野火災警報の的確な発令等によって、林野火災予防の実効性を高める

ことが必要であるとされたことを踏まえ、火災予防条例（例）の一部を改正する

こととしたため、本市でも林野火災予防のため当該改正に準じて改正する。 

 

・改正の内容 

①市長は、林野火災を予防する上で注意を要する気象状況であるときは、林野火災

に関する注意報を発することができる。 

②注意報が発せられた場合は、注意報が解除されるまでの間、市内にある者は、条

例の火の使用制限に関する事項に従うよう努めなければならない。当該努力義務

の対象となる区域を市長が指定することができる。 

③市長は、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報を発したときは、火の使

用制限の対象となる区域を指定することができる。 

その他所要の改正。 

 

・施行期日 令和８年１月１日 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（その他） 
 
１、中津川市総合計画基本構想及び基本計画について 【初日議決】 
 

 
・中津川市議会基本条例第１６条第１号の規定により、議会の議決を求めるもの。 

 

・計画の構成  

第１編 基本構想 

  第１章 総合計画策定について 

  第２章 社会情勢と中津川市の現状 

  第３章 中津川市の特徴・課題 

  第４章 課題の整理 

  第５章 目指すべき将来都市像 

  第６章 政策 

  第７章 土地利用構想  

第２編 基本計画-前期 

  第１章 基本計画の概要 

  第２章 重点施策 

  第３章 基本施策 

  第４章 計画推進のために 

 

・計画期間 

中津川市総合計画基本構想：令和９年度から令和１８年度まで 

中津川市総合計画基本計画（前期）：令和９年度から令和１３年度まで 

  
 
２、第四次中津川市環境基本計画について 
 

 
・中津川市環境基本条例の規定に基づき、計画を策定する。 

 

・計画の構成 

第１章 計画の基本的事項 

第２章 中津川市の現状と課題 

第３章 基本施策・・・計画の施策体系 ５つの柱 

第４章 重点戦略 

第５章 指標・・・４つの重点指標と５つの柱に対する１３の分野別指標 

第６章 推進体制・進行管理 

第７章 私たちにできること（私たち一人ひとりの環境配慮） 

 

・計画期間 令和８年度から令和１７年度まで 

  



 

 

 

 

３、財産の取得について 

付知公民館、アートピア付知交芸プラザ、付知福祉センター、付知在宅介護支援センタ
ー、付知デイサービスセンター事業用地 

 

 
・財産の種別 土地 

 

・所在地、地目及び面積 

 所 在 地 地目 面積(平方ﾒｰﾄﾙ) 

中津川市付知町字竜野４９５６番４３ 宅地 ３,１７０．９７ 

中津川市付知町字竜野４９５６番５２ 宅地 ５,３９４．２７ 

中津川市付知町字立ノ神５８８１番３ 原野 ２,５０１．７７ 

中津川市付知町字立ノ神５８８１番１２ 原野 ２２８．５８ 

中津川市付知町字立ノ神５８８１番３２ 宅地 ４,７８６．４９ 

中津川市付知町字立ノ神５８８１番３３ 雑種地 １,０３７．００ 

合 計 面 積  １７,１１９．０８ 

 

・取得金額    １５９，２０７，４３４円 

 

・契約の相手方  個人（１４名） 

 
 

  



 

 

 

 

４、財産の取得について 

中津川西部テクノパーク整備事業用地 

 
・財産の種別 土地 

 

・所在地、現況地目及び面積 

所 在 地 現況地目 面積（平方メートル） 

中津川市茄子川字二ツ岩４２２番 山林 ３，０３０．７６ 

中津川市茄子川字二ツ岩４２４番１ 保安林 １，２９１．２８ 

中津川市茄子川字二ツ岩４２４番２ 山林 ８，２７７．７２ 

中津川市茄子川字二ツ岩４２４番３ 山林 ６，３１１．１０ 

中津川市茄子川字二ツ岩４２４番４ 山林 ８，５０７．９２ 

中津川市茄子川字二ツ岩４２４番５ 山林 ４，０６９．３０ 

中津川市茄子川字二ツ岩４２４番６ 山林 ７，７０２．９２ 

中津川市茄子川字二ツ岩４２４番７ 山林 ４７７．５６ 

中津川市茄子川字西通４４８番１ 保安林 ６，３２９．５４ 

中津川市茄子川字西通４４８番４ 
山林 ６６８．０４ 

ため池 ６１６．３２ 

中津川市茄子川字西通４４８番１１ 山林 ４３５．２５ 

中津川市茄子川字西通４４８番１２のう

ち 
山林 １，４１６．９０ 

中津川市茄子川字西通４４８番３３ 原野 ６，７９０．３６ 

中津川市茄子川字西通４４８番３６ ため池 ２，１７３．８９ 

中津川市茄子川字西通４４８番４４ 山林 ５２０．９７ 

中津川市茄子川字西通４４８番５２のう

ち 
山林 ７１．３０ 

中津川市茄子川字西通４４８番５８ 保安林 ２５１．４９ 

中津川市茄子川字西通４６５番８ 山林 ３７１．１９ 

中津川市茄子川字西通４６５番３４ 山林 ３３４．３３ 

中津川市茄子川字西通４６５番３５ 山林 ３３１．５５ 

合 計 面 積  ５９，９７９．６９ 

 

・取得金額    ７６，９００，７９５円 

 

・契約の相手方  個人（１名）、法人（１法人） 

 
 

  



 

 

 

 

５、市道路線の認定について 

蛭川１３２号線 

 
・主要地方道恵那蛭川東白川線の道路改良に伴い、岐阜県から移管を受ける旧道部

分を市道として認定し、一貫した道路管理をするもの。 

・起点及び終点は、主要地方道恵那蛭川東白川線に接続する。 

 
 

（補正予算） 
 
１、令和７年度中津川市一般会計補正予算 

２、    〃    国民健康保険事業会計補正予算 

３、    〃    介護保険事業会計補正予算 

４、    〃    後期高齢者医療事業会計補正予算 

５、    〃    水道事業会計補正予算 

６、    〃    下水道事業会計補正予算 

７、    〃    病院事業会計補正予算 

お問い合わせ先 

総務部 総務管財課 文書行政係 担当者：花田 

電話：0573-66-1111（内線 442）  

 


